
議案第３９号  

 

 

   所有権確認請求事件に関する和解について  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

平成２９年  ６  月  １  日  
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提案理由  

 地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により，提案するものでありま

す。  



 

   所有権確認請求事件に関する和解について  

 

 

 東京地方裁判所立川支部平成２７年（ワ）第９９号所有権確認請求事件に

ついて，市は，次のとおり和解を成立させる。  

 

 

１  和解の相手方  

原告  

大田区西馬込１丁目２４番１６号  

   株式会社光洋  

        代表取締役  秋  廣   陽  

訴訟参加人  

調布市調布ケ丘２丁目１１番地１  

株式会社調布みつぎ不動産研究所  

代表取締役  三ツ木   孝  

２  和解の要旨  別紙和解条項による。  



 

和    解    条    項  

 

 

１  原告，被告及び訴訟参加人は，調布市深大寺元町１丁目１２番２０及び

同番２１とこれらに接する被告の所有地（以下「本件土地」という。）と

の境界が，東京法務局手続番号平成２４年第１２８号及び第１２９号の筆

界特定書結論のとおりであることを確認する。  

２  原告，被告及び訴訟参加人は，本件土地と調布市深大寺元町１丁目１２

番２，同番４，同番５，同番７及び同番８との境界が，図面中Ｐ２１，Ｐ

２０，Ｐ１５，Ｐ１４，Ｐ１３，Ｐ１２，Ｐ３８，Ｐ１１，Ｐ３２，Ｐ  

１０及びＰ２７の各点を順次直線で結んだ線であることを確認する。  

３  被告は，原告に対し，物件目録１から３までの各土地を，金  

５０５万６，８００円にて譲渡する。  

４  被告は，訴訟参加人に対し，物件目録４及び５の各土地を，金  

４５万９，２４０円にて譲渡する。  

５  被告は，原告及び訴訟参加人に対し，物件目録６及び７の各土地を，各

自持分２分の１当たり金４６万３，５３０円にて譲渡する。  

６  前３項の規定による譲渡は現況有姿によるものとし，原告及び訴訟参加

人は，被告に対し，譲受後，瑕疵
か し

担保責任その他何らの責任を問わないこ

とを確認する。  

７  被告は，物件目録１から８までの各土地を構成する各点のうち，原告又

は訴訟参加人が指定するものについて，当該指定に係る各自の現地立会い

の下，境界標を設置することとし，その費用は，被告の負担とする。  

８  前項の規定による境界標の設置を前提として，原告及び訴訟参加人は，

被告に対し，物件目録１から７までの各土地の保存登記完了後３０日以内

に，各自が負担すべき金員の全額を納付する。  

９  被告は，原告又は訴訟参加人から前項の規定による金員の納付があった

ときは，原告又は訴訟参加人に対し，物件目録１から７までの各土地につ

き，所有権及び持分の移転登記の手続を行うものとし，各移転登記の完了

をもって，引渡しがなされたものとする。  



 

１０  原告は，訴訟参加人に対し，本和解の成立をもって，物件目録８の土

地を無償にて譲渡することとし，当該譲渡に伴う分筆登記費用は，被告の

負担とする。  

１１  原告，被告及び訴訟参加人は，本件に関し，本和解条項に定めるほか ,

何らの債権債務関係のないことを相互に確認する。  

１２  訴訟費用及び参加費用は，各自の負担とする。  



 

物    件    目    録  

 

 

１  図面中Ｐ２３，Ｐ２２，Ｐ３５，Ｐ３４及びＰ２３の各点を順次直線で

結んで囲んだ部分  

面積  １．１１平方メートル  

２  図面中Ｐ２１，Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，Ｐ１８，Ｐ１９，Ｐ  

１５，Ｐ２０及びＰ２１の各点を順次直線で結んで囲んだ部分  

  面積  ６２．５０平方メートル  

３  図面中Ｐ２４，Ｐ８，Ｐ３３，Ｐ９，Ｐ２８，Ｐ３０，Ｐ４０，Ｐ３９ ,

Ｐ２７，Ｐ１０，Ｐ３２，Ｐ３７，Ｐ３６及びＰ２４の各点を順次直線で

結んで囲んだ部分  

  面積  ５３．７９平方メートル  

４  図面中Ｐ１５，Ｐ１９，Ｐ１８，Ｐ６，Ｐ７，Ｐ２６，Ｐ３１，Ｐ３８ ,

Ｐ１２，Ｐ１３，Ｐ１４及びＰ１５の各点を順次直線で結んで囲んだ部分  

  面積  ３２．９４平方メートル  

５  図面中Ｐ２７，Ｐ３９，Ｐ４０，Ｐ１６及びＰ２７の各点を順次直線で

結んで囲んだ部分  

  面積  ４．３６平方メートル  

６  図面中Ｐ３８，Ｐ３１，Ｐ２４，Ｐ１１及びＰ３８の各点を順次直線で

結んで囲んだ部分  

  面積  １７．１１平方メートル  

７  図面中Ｐ２４，Ｐ３６，Ｐ３７，Ｐ３２，Ｐ１１及びＰ２４の各点を順

次直線で結んで囲んだ部分  

  面積  １３．７４平方メートル  

８  図面中Ｐ１８，Ｐ１７，Ｐ２５，Ｐ２６，Ｐ７，Ｐ６及びＰ１８の各点

を順次直線で結んで囲んだ部分  

  面積  １．４０平方メートル  





町１丁目


